
A：I削こできている B：大体できている C＝坪価しない r評価を行わなかった」場合は／（錦織）でC■を消す  

雇用契約時の  

コンプライアンスについて   

竃 ＃ 葺 行 の た め の 暮 準  
能力ユニット  

貴衣・  
補助作纂  1富に  
書聾作雛  叩する  

介古  （4）  丑■の介助ができる。   疇坤作手  
高地作暮  

日 ■  的  
（3）  洗身介助がで書る．   ■攣作暮  な  

介  （4）  洗■介助ができる。   ■準作薫  
ヰ臓作業  ■  

－ション・  （2）  集団リハビリテーションに蓼加する．   サー作叢  
補助作薫  ▲団リハ  
韓攣作薫  ビリに関  

する介事  （5）  レクリエーションのリーダーを稀めることができる。   櫨埠作業   
配線を蕾むことができる，   Il助作暮  

寸劇傭欄  計繭暮・  
曝書作羊  

1己 ●   記繹の  

■助作霊  抜い  
ケアプランを作成できる。  

介護職員の定着・育成を進めるうえで、労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守し、適  

切な雇用管理を行うことが大切です。ここでは、新入職員を雇い入れる際の雇用契約時の法令順守（コン  

プライアンス）項目について示します。   

1）労働基準法、労働安全衛生法の規定によるもの  

（1）国籍、信条、社会的身分による差別の禁止（労働基準法（以下労基法と正す）第3条）  

使用者は労働者の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間、解雇その他の労  

働条件についての差別的取扱いは禁止されている。  

（2）男女同一賃金の原則（労基法欒4集）  

女性であることを理由に貸金の差別は禁止される。ただし従事する職務、雇用形態（正社貞、パ  

ート、契約社員など）、責任と権限、資格、勤務実態等が異なれば違反とはされない。  

（3）労働基準法で定める妄準に満たなしl労働条件を定める労働契約は無効（労基法莱13集）  

無効となった部分については労基法に定める基準が適用される。  

なお、個別契約に対する規制の法的効力の順位は法律上以下のとおりと定められている。  

第一位  法令  

第＝位  労働協約  

第三位  就業規則  

第四位  労働契約  

（4）労働契約の期間（労基法素14条）  

労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの  

のほかは3年（特定の業務に就く者を雇し一入れる場合や、覇60栽以上の者を雇い入れる場合は5年）  

を超えないこととされている。  

労働契約  

・期間の定めのない契約  

・期間の定めのある契約  

原則：3年を超えてはならない  

例外：3年を絶えて契約することが認められるもの  

①一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの  

l例I土木工事等の有期的事業で、その事業の終期までの期間を定める契約  

②弟70条による職業訓練のため長期の訓練機閑を要するもの  

l特例l  

例外：5年まで可能なケース  

次のうちいずれかに該当する場合に限られます。   
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1  

（1）厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術、経験を有する労働者をそ   

のような高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合  

（2）満60歳以上の労働者を雇い入れる場合  

l参考l  

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準（根拠、労基法第  

厚生労働省告示第357号、改正平成20年厚生労働省告示第12号）  

有期労働契約を締結、更新、或は雇い止めをする場合の留意点は以下のとおり。  

1：契約締結時の明示事項等  

（1）使用者は、有期契約労働者に対して、契約時にその契約の更新の有無を明示しなければなりま  

せん。  

5年までの契約が認められる高度の専門的知講等を有する書として  
厚生労働大臣が定める基準  

①博士の学位（外国において授与されたこれに該当する学位を含む）を有する毒  

②次のいずれかの資格を有する毒  【更新の有無の明示例（できるだけ書面で明示してくだ書い）】  

・自動的に更新する  

・更新する場合がある  

・契約の更新はしない 等  

キ 税理士  

ク 薬剤師  

ケ 社会保険労務士  

コ 不動産鑑定士  

サ 技術士  

シ 弁理士  

ア 公認会計士  

イ 医師  

り 歯科医師  

工 獣医師  

オ 弁護士  

力 一級建築士  

】  

（2）使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更  

新する場合またはしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。  

【判断の掌準の明示例（できるだけ書面で明示してください）】  

・契約期間満了時の業務量により判断する  

・労働者の勤務成績、態度により判断する  

・労働者の能力により判断する  

・会社の経営状況により判断する  

・従事している業務の進捗状況により判断する 等  

③次のいすれかの能力評価試験の合格者  

ア システムアナリスト資格試験合格者  

イ アクチュアリーに関する資格試験合格者   

④次のいすれかに該当する書  

ア 特許法上の特許発明の発明者  

イ 意匠法上の登録意匠の創作者  

り 種苗法上の登録品種の育成者   

⑤（1）一定の学歴及び実務綬験（注）を有する次の看で年収が1，075万円以上の蕃  

※契約を締結した後に、（1）（2）について変更した場合も同様です。  

2：羅止めの予告   

使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前まで  

に雇止めの予告をしなければなりません。  

※雇止めの予告が必要な有期労働契約とは、契約を3回以上更新している場合及び1年を超えて  

継続雇用している場合です。また、契約を更新しないことがあらかじめ明示されている場合  

は対象になりません。  

3：雇止めの理由の明示   

使用者は、屈止めの予告後に、労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なく  

交付しなければなりません。   

ア 農林水産業の技術者   工 土木・建築技術者  

イ 鉱工業の技術者  オ システムエンジニア  

ウ 機械・電気技術者  カ デザイナー  

（注）学歴及び実務経験の要件  

※学歴の要件については、就こうとする業務に関する学科を修めて卒業することが必要   

⑤（2）システムエンジニアとして5年以上の実務経鹸を有するシステムコンサルタントで、  

年収が1，075万円以上の書   

⑥国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定吉れている蓄  



［参考】  

労働条件通知書について（平成11年2月19日茎発81号）  

25真のように労働条件の明示は、法では書面によるもの5項月と口頭の明示でもよい9項目とに   

別れているが、この双方を併せて28・29頁のような「労働条件通知乱 を作成し、雇い入れの際、  

労働者の交付するよう強く行政指導が行われている。  

なお、常時10名以上の従業員を便用している事業場は就業規則の作成と労働基準監督署への届け   

出が義務づけられているが、従業員との雇用契約の際は労働条件通知書の交付に併せて就業規則で   

呈示または配付して就業規則の内容の周知を図ることも必要である。   

また雇用契約書を交わす事業場もあるが、雇用契約書の内容に上記の労働条件通知書の内容も盛   

り込む方法もある。（一つで済む）  

（6）賠償予定の禁止（労基法葉16条）   

従業員の労働契約の不履行を防止するため、不履行の場合の違約金を定めたり損害賠償を予定す   

る契約を結んではならない。   

（例） ア 途中でやめたら違約金を払え  

イ 会社に損害を与えたら00円を支払え   

但しあらかじめ金額を決めておくことは禁止されているが、現実に労働者の責任により発生した   

損害について賠償を請求することは禁止されていない。  

（7）前借壷相殺の禁止（労基法薫17条）   

使用者は、前借金その他の労働することを条件とする前借の債権と貸金を相殺することは禁止さ   

れている。   

但し従業員が使用者から人的信用に基づいて受ける金融・生活資金など明らかに身分的拘束を受   

けないものは本条の債権に該当せず、貸金から控除できるが、労使の協定書作成は必要である。   

（8）強制貯金の禁止（労基法第18条）   

使用者は労働契約を結ぶ際、貯金の契約（社内預金）をさせ、または貯蓄金を管理する（例、貯   

金通帳を預かる等）契約をしてはならない。   

使用者は従業員の貯苔金をその委託（自由意思）を受けて管理しようとする場合は、従業員の過   

半数を代表する育と社内預金の管理に関する書画協定を桔び、労働量準監督署長に届け出なければ   

ならない。  

（9）採用時の健康診断の実施（労働安圭衛生法第66条）   

使用者は、常時使用する従業員を雇い入れるときは次の項目について医師による健康診断を行う   

ことが義務づけられている。  

【E止めの理由の明示例】  

・前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため  

・契約締結当時から更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るもの   

であるため  

・担当していた業務が終了・中止したため  

・事業紺小のため  

・業務遂行能力が十分でないと認められるため  

・職務命令に違反する行為をしたこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため等  

※雇止め後に労働者から請求された場合も同様です。  

4：契約期間についての配慮   

度用者は、契約を1回以上更新し、1年以上赴続して雇用している有期契約労働者との契約を更新し  

ようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできるだけ長くするよう  

に努めなければなりません。  

（5）労働案件の明示（労基法第15集）   

使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。   

労働条件のうち特に賃金に関する事項等5項目については書面で明示しなければならない。  

【書面の交付による明示事項】  

①労働契約の期間  

②就業の場所・従事する業務の内容  

③始業・終業時刻、所定労働時間を超え   

る労働の有無、休憩時間、休日、休暇、   

交代制勤儀をさせる場合は就業時転換   

に関する事項  

④賃金の決定・計算・支払いの方法、賞   

金の締切り・支払いの時期に関する事   

項  

⑤退職に関する事項（解雇の事由を含む）  

【口説の明示でもよい事項】  

①昇給に関する事項  

②退職手当の定めが適用される労働者の   

範囲、退職手当の決定、計算・支払い   

の方法、支払いの時期に関する事項  

③臨時に支払われる貸金・井与などに関   

する事項  

④労働者に負担させる食糞・作業用品そ   

の他に関する事項  

⑤安全衛生に関する事項  

⑥職業訓繹に関する事項  

⑦災害補償、業稀外の傷病扶助に関する   

事項  

⑧表彰、制裁に関する事項  

⑨休職に関する事項  

（注）就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締耗時に労働  

者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付す  

れば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。  
（1）既往歴及び業務歴の調査  （6）貧血の検査  

（2）自覚症状及び他覚症状の有無の検査  （7）肝臓の検査  

（3）身長・体重・視力・聴力の検査  （8）コレステロールの検査  

（4）胸部エックス線検査  （9）血糖検査  

（5）血圧の測定  （10）尿中の糖及び蛋白の検査  」   
これらの検査結果は健康診断個人欝に記録しておく必要がある。  



2）その他、雇用契約時の留意事項  
トー般労敬老用 ： 常用、有期雇用型）  

労働条件通知書   （1）労働者名簿等人事関係書類の取扱いについて（昭和50年労勘雀労中毒準局長、  

同婦人少年局長連盟通達、昭利54年労働省労働基準局監督課最適達）  

年  月  日   

殿   

事業場名称・所在地   

使 用 者 職氏名   

・ 期間の定めなし（平成  年  月  日より）  

契約朋間 Xのめ            ・ 期間の定めあり（平成  年  月  日～平成  年  月  日）   淘間定  
があることを  1 契約更新の有無   
明示しない爬  
ウ、一期仰の   イ 自動的に更新  口 更新する場合がありえる  ハ 更新しない   

定めのない」 労働契約とな  2 契約の更新は、次のいずれかにより判断します。   
ります   ・契約期間満了時の業務量  ・従事している業務の進捗状況   
更新の有無   ・あなたの能力、勤務成績、勤務態度 ・会社の経営状況  

・その他（  ） （  ）   

就業の場所  

従事すべき  
業務の内容  

1 始業・終業の時刻等  

（ユ）始業（  時   分） 終業（  時   分）  

【以下のような制度が労働者に適用される場合】  

始業、終業                       （2）変形労働時間制等：（  ）単位の変形労働時間制・交替制とし   

の時刻、休   て、次の勤務時間の組み合わせによる。   

薯時間、就  

某喝転換（  巨≡……≡…；蓋≡…≡………≡喜喜  
（り～（5）の  

うち該当す  （3）フレックスタイム制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。   

るもの一つ   （ただし、フレキシァルタイム（始業）  時  分から  時  分、   

に○を付け   （終業）  時  分から  時  分、   

ること。）   コアタイム  時  分から  時  分）   

、所定時間  （4）事業場外みなし労働時間制こ始業（ 時  分）終業（ 時  分）   

外労働の有  （5）裁量労働制：始業（ 時  分）終業（ 時  分）を基本とし、労   

無に関する  働者の決定に委ねる。   

事項   ○詳細は、就業規則第  粂、第  条、第  粂、第  粂、第  粂  

2 休憩時間（  ）分  

3 所定時間外労働の有無（有． 無）   

・定例日：毎週     曜日、国民の祝日、その他（  ）  

休   日                 ・非定例日：遇・月当たり  日、その他（  ）  

・1年単位の変形労働時間制の場合一年間   日  

⊂）詳細は、就業規則第  粂、第  粂、第  粂、第  粂、第  粂  

ア 満18歳未満の年少者は年齢証明書の備え付けが必要とされているが、「住民票記載事項証明寄」  

を備えれば足りること  

イ 労働者名簿の記載事項のうち履歴については、労働者の提出した履歴書その他労働者本人の  

申告による履歴を記入すれば足りること  

り 戸籍謄（抄）本及び住民票の写しは、画一的に提出又は提示を求めないようにし、それが必  

要になった時点（たとえば冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事  

実の確認を要する等）でその具体的必要に応じ、本人に対し、その使用目的を十分説明した  

うえ提出を求め、確認後速やかに本人に返却すること  

エ 就業規則等において、一般的に採用時、慶弔見舞金支給時等に戸籍謄（抄）本、住民票の写  

し等の提出を求め、確認後速やかに本人に返却すること   

オ 採用決定・入社後において、家族の職業、収入、家族状況等家族に関する状況を画一的に報  

告、振出させる例があるが、本人の配置、給与等の面において必要がある場合のはかは報  

告・提出を求めないこと  

・なお家族手当その他の給付金の支給、勤務場所の決定、緊急時の連絡等のため必要がある場合  

には、その使用目的を十分説明のうえ、その必要事項について報告を求めること  

なおその記録の保管に適正を期すること。  

（2）身元保証、身元引受契約  

従業員と使用者は労働の提供と賃金の支払という相関関係であり、使用者は従業員に対し誠実に   

勤務することを要求する。そのことから従業員を採用する際に身元保証書の提出を求める事業場が   

多く、就業規則にその旨規定している。根拠は「身元保証二関スル法律」である。同法第1条は「被   

用者ノ行為ニヨリ使用者ノ受ケクル損害ノ賠償ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ三年間ソノ   

効力ヲ有ス‥・」を規定している。期間を定めていないときは3年、期間を定めたときは5年間が最長   

期間である。  

なお、すべての事業場が従業貞の採用時に身元保証突約を結ぶ必要はなく各事業場の独自の方針   

に基づいて自由に判断すればよい。  

（3）試用難問の設定と本人への告知   

従業月を採用するにあたって、はじめから正社貞とせずに、3カ月とか6カ月とかの期間を試用期   

間とし、その間本人の能力、性格等を見定めるとする事業場が多い。試用期間の長さについては特   

に法律では定めはないが、試用期間中の解雇について入社後14日を超えて解雇する場合は労基法第   

20条による解雇手当の支払いを要する。   

試用期間制度を運用する場合、就業規則に規定するのは当然であるが、従業員の採用時には説明，   

周知しておくことが必要である。  
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1 年次有給休暇 6か月総統勤臆した場合→  日  
継続勤務6か月以内の年次有給休暇 （有・無〉   

休   暇   
→   か月経過で  日  

2 その他の休暇 有給（  ）  

無給（  ）  

○詳細は、就業規則第  粂、串  粂、第  粂、第  粂、第  粂   

l基本賞金 イ 月捻く  円）、ロ 日給（  円）  

ハ 時間給（  円）、  

ニ 出来高蛤（儀本単価  門、保障鎗   円）  

ホ その他（  円）  

へ 就業規則に規定されている賃金等級等  

l  

2 諸手当の析又は計算方法  

イ（ 手当  円 ／計算方法二  ）  

口（ 手当  円 ／計算方法：  ）  

ハ（ 手当  円 ／計算力法：  ）  

ニ（ 手当  円 ／計算方法：  ）  

栗   金                                                                                                                                    3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増貸金串  
イ 所定時間外 法定超（ ）％、所定超（ ）％、  
ロ 休日 法定休月（ ）％、法定外休日（ ）％、  

ハ 深夜（  ）％  

4 賃金締切日（ ）一毎月 臼、（ ）一旬月 臼  

5 貸金支払日（ ）－毎月 日、（ ）－毎月 日  

6 賃金支払方法（                     ）  
7 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無． 有（  ））  

時期等  ）  

9 賞 与（有（時期、金額等  ）  

10 退職金（有（時期、金額等  J， 無）  

1 定年制 （有 （  歳）   無）  

2 自己都合退載の手枕（退職する  日以上前に届け出ること）  

退職に関                    3 解雇の事由及び手続   

する事項   

〔  

（）詳細は、就業規則鶉  粂、弟  粂、♯  粂、第  粂、第  粂   

〕  

・社会保険の加入状況（厚生年金 健康保険 厚生年金基金  
その他（  ））  

・雇用保険の適用（有． 無）  

その他                          ・その他  

〔  

・具体的に適用される銑業規則名く  

〕  

）   

通知馨の交付は、労働基準汝努15条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用管理   

雇い入れ後のコンプライアンスについて  

従業員雇い入れ後の法令遵守（コンプライアンス）項目について、主なものを以下に示す。   

【労働量準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働契約法等によるもの】  

（1）賃金から購買代金、親睦会費など一部を控除して支払うときの労使協定書の作成（労基法第24  

条第1項）   

（2）労働時間の適正な運用と記録及び法定労働時間を超える時間外・休日労働や深夜業に対する割  

増賃金の支払  

（労基法第32条、35条、37条・労働時間の適正な把握の基準）  

（3）時間外・休日労働を行う場合、労使協定の締結と労働基準監督署への届出  

（労基法第36条）  

（4）年次有給休暇の付与（労基法弟39条）  

（5）就業規則の作成、整備と周知及び労働基準監督署への届け出  

（労基法第89条）  

（6）労働者名簿、貸金台帳の作成と保存（3年）（労基法第107条、第108条）  

（7）解雇権乱用の禁止（労働突約法第16条）  

（8）最低賃金法で定める地域別の最低賃金の支払（展賃法第4条）   

（9）定期健康診断の実施と異常所見者の事後措置、健康診断個人票の作成と保存（5年）  

（労働安全衛生法第66条）  

（10）雇用保険・社会保険への加入（雇用保険法、健康保険法等）   

の改善等に関する法律妨6粂に基づく文書（雇人通知藍）の交付を兼ねるものであること。  



以上の会員施設職員および正準会員を対象。  

・施設内感染症防止対策指導者養成研修会  

感染症対策指導者向け＝感染症対策の基本と最新知識を施設ケアの実践に適応させる方法を学ぶ。   

会員施設職員対象  

・管理者（せ）研修会  

管理者向け＝質の高い老健施設を運営するために必要な知識を学ぶ。会員施設の管理者（職）、介  

護老人保健施設開設予定者  

・介葦毛人保健施設リスクマネジャー養成講座  

会貞の推薦を受けた者対象＝全老健リスクマネジャー資格取得のためのリスクマネジメントの基  

礎から実務までを学ぶ。  

・介護老人保健施投経営セミナー  

経営者向け＝安定的なサービス供給の基礎となる健全経営の方法を学ぶ。介護老人保健施設経営  

者・従事者対象  

資 料  

1）施設外での研修の詳細  

※各研修の詳細については、各団体にお問い合わせください。  

①社団法人 全国老人保健施設協会   

・職員裏礎研修  

新人（勤務2年未満）向け＝ケアに必要な基本的な知識を身につける。会員施設職貞、賛助会員対象   

・介護老人保健施設安全セミナー（基礎研修）  

新人（勤務2年未満）向け＝転倒などの事故防止の基本を学ぶ。会員施設職員対象   

・実地研修Aコース（基礎実技修得コース）  

実務者（勤務1年以上）向け＝実習をとおして基本業務を修得する。会員施設職員対象   

・実地研修Bコース（書門実技修得コース）  

実務者（勤務2年以上）向け＝専門分野のケアを先行施設の現場で学ぶ。会員施設職員対象   

・リハビリテーション研修会  

リハビリテーション実務者向け＝介護老人保健施設のリハビリテーションについてトータルに学  

ぶ。会員施設職員対象   

・渚知症高齢者ケア研鯵会  

ケア実務者向け＝認知症高齢者がその人らしく暮らせるためのトータルケアを学ぷ。会員施設職  

員対象   

・ケアマネジメント研修会  

ケアマネジメントにかかわる実務者向け亡ケアマネジメントとケアプランの作成・評価技術を学  

ぷ。会員施設職員対象   

・高齢者ケアプラン策定実践儲座  

ケアプランにかかわる実幣者向け＝ケアプランの作成・評価技術を身につける。   

・摂食・塙下・栄兼（全毛健大会期間中の研修プロタラム）  

食べることにかかわる実務者向け＝摂食・囁下障害への対応と栄糞ケア・マネジメント技術を身  

につける。   

，リハビリテーション（全宅健大会期間中の研修プログラム）  

リハビリテーション実務者向け＝介護老人保健施設のリハビリテーションについてテーマことに  

学ぶ。   

・現増での認知症のケア  

ケア実務者向け＝認知症高齢者ケアのさまざまな手法を学ぶ。   

・中里職員研修会  

中堅クラス（勤務5年程度）向け＝さらに上のケアをめざすために必要な知識を身につける。会見  

施設職員努ー毅   

・介護老人保健施設安全推進セミナー  

介護老人保健施設における安全面を視野に入れたセミナー。介護老人保健施設等での実務経験5年  

連 

法人全国臥保健触協会  

〒105－0014  

東京都滝区芝2－ト28 成旺ビル7階  

TEL‥03－3455－4165  

FAX：03－3455－4172  

E－mail：info＠roken．orjp  

ホ，ムページ：http：／／w，rOken，Or．jp／index．htm】  

②認知症介護研究・研修東京センター ユニットケア推進室   

一ユニットリーダー研修  

ユニットケアを行う介護保険施設の管理者および職員を対象としたユニットケア研修。  

連接先  

認知症介護研究・研修東京センター ユニットケア推進室  

〒168－0071  

東京都杉並区高井戸西1－12－1  

r TEL：03－3334－2279   

M：03－3334－2282   

≡：㌫霊‾憲霊 
。訂e．。et／  

▼」  

⑨財団法人 介護労働安定センター  

・ガイドヘルパー雛成研修  

視覚障害・全身性障害・知的障害のある方に対する外出時の移動の介護を行う者を養成。  

・精神障害者ホームヘルパー責成研修  

精神障害者の方が、居宅において日常生活を営むことができるように、食事、身体の清潔、住居  

の掃除等の必要なサービスを提供する者を養成。  
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・認知症対応型サービス事業管理者研修  

認知症対応型適所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の事業所を管理・  

運営していくために必要な知識および技術を修得する。各事業所の管理者、認知症介護実践研修   

における実践者研修を修了している者を対象。  

・認知症介護指導書兼成研修  

認知症介護に関する専門的な知識および技術、高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方  

法および教育技術等を修得する。対象は下記のア～エのすぺてを満たす者。  

ア：医師、保健師、助産師、看護師、准看講師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福  

祉士、言語聴覚士もしくは精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者  

イ：①介護保隠施設・事業者等に従事している者  

②福祉境内学や養成学校等で指導的立場にある者  

③民間企業で認知症介護の教育に携わる者   

のいずれかの要件に該当する者   

ウ：認知症介護実践研修修了者  

エ：認知症介護実践研修の企画・立案に参画し、または講師として従事することが予定されてい  

る者  

・難病患者等ホームヘルパー養成研修  

難病患者の方が、居宅において日常生活が営むことができるように、家庭での入浴の介護、家事  

等の必要なサービスを提供する者を養成。  

連接先   

財団法人 介護労働安定センター   

〒112－0012   

東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ピル2階   

TEL：03－5940－8021（代表）   

FAX：03－5940－8022   

E－mail：info＠kaigo－Center・．Or・JP   

ホームページ：http：／／www．kaigo－Center．Or．jp／  

④社会福祉法人全国社会福祉協醜会および社団法人日本介護福祉士会  

・介護福祉士羊成実習施設実習指導書特別研修会  

実習指導者として介護福祉士養成校に登録されるために必要な研修。介護福祉士・現に実習指導  

者として従事もしくは、実習指導者になろうとする者対象。  
サー1  

連繊先   

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 中央福祉学院   

〒240－0197   

神祭肛県三浦郡葉山町上山口1560－44   

TEL：046－858－1355   

FAX：046－858－1356   

ホームページ：http：〟www，gakuin．gr．jp／  

社団法人 日本介護福祉士会   

〒105－0001   

東京都港区虎ノ門1丁目22－13 西勘虎ノ門ビル3階   

TEL：03－3507－0784（代表）   

FAX：03－3507－8810   

E－mail：webmaster＠jaccw．or，Jp   

ホームページ：http：／／www．jaccw．or．jp／  

2）その他に活用が可能な助成金一覧  

※各助成金の詳細については、各団体にお問い合わせください。  

①独立行政法人 雇用・能力開発機構   

・キャリア形成促進助成金一訓練等支援給付金  

（1）専門的な訓鰊の実施に対する助成（対象職業訓練）  

職員に専門的な知識・技能を習得させる内容の職業訓練等（OFF－JT）を受けさせる場合に、  

訓練実施に要した経費の2分の1、訓練実施時間に応じて支払った賃金の2分の1が助成されます。  

（2）短時間等労働者への訓練に対する助成（対象短時間等職業訓練）  

雇用している短時間労働者に高度な技能・知識を習得させたり、正社員への転換に必要な技  

能・知識を習得させるため、就業規則または労働協約に職業能力高度化支援制度または通常労  

働者転換制度を設け、それに基づいた職業訓締等（OFF－JT）を受けさせる場合に、訓練実施  

に要した経費の2分の1、訓練実施時間に応じて支払った賃金の2分の1が助成されます。  

（3）有期実習型訓棟に対する助成（対象有期実習型訓練）  

フリーターや子育て終了後の女性など、職業能力形成機会の少ない方を新たに雇用する場合  

等に、OJTやOFF－JTを効果的に組み合わせた有期実習型訓練を実施した場合は、OFF・JTに要  

した経費の2分の1、OFF－JT実施の時間に応じて支払った賃金の2分の1、OJTの訓練時間に応  

じて受講者1人に対して1時間につき600円、などが助成されます。  

（4）自発的な職業能力開発の支援に対する助成（対象自発的職業訓練等）  

職員の自発的な能力開発を支援する制度（自発的職業能力開発経費負担制度および職業能力  

開発休暇制度）を就業規則または労働協約等に設け、職員の能力開発の軽費を負担したり、職  

業能力開発休暇を与える場合に、能力開発にかかる経費の3分の1、職業能力開発休暇期間中の  

訓秤時間に応じて支払った貸金の3分の1、などが助成されます。  

⑤各都道府県、指定都市で実施  

・認知症介護実践研鯵  

認知症介護に関する実践的な知識および技術を修得する。介護保険施設・事業者等に従事する介  

護職員等を対象。  

・探知症介護実践リーダー研修  

実践者研傾で得られた知儲巨技術をさらに深め、介護保険施設・事業所において、ケアチームを  

効果的・効率的に機能させる能力を有した指導者を糞成するための実践的研修。認知痘介護業務  

に従事する職員で、認知症介護業務におおむね5年以上従事した経験を有しており、実践研修を修  

了している者。  

叫3J  3一皿一柳   



④各都道府県労働局   

・介護基盤人材確保助成金（平成21年監より廃止）  

介護老人保健施設における従来のサービスに加え別の介護サービスを新規に実施したり、従来の  

サービスの質を改善したりする場合等において、新たに介護福祉士やホームヘルパー1級等の特  

定労働者を雇用する場合は、1人当たり6カ月70万円を限度として最大3人まで助成金が支払われ  

ます。   

・介護未経験者確保等助成金  

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者（短時間労働者を除く）として雇い入れた場  

合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主への支援として助  

成金が支払われます。助成額は、介護関係業務の未経験者1人につき、6カ月間の支給対象期ごと  

に50万円です。支給は第1期・第2期に分けて行い、助成対象期間（雇い入れ日から1年間）に  

100万円まで受給できます。（ただし、1事業主につき3名までです）  

t介護人材確保職場定着助成金（仮称）（平成21年度より）  

新サービスの提供に伴い、雇用管理改善に開運する業務を担う人材として、特定労働者（訪問介  

護員（1級）等の資格を有し、実務経験が1年以上ある者等）を雇い入れた場合、特定労働者1人  

当たり6カ月で70万円まで助成金が支払われます。（ただし、1事業主につき3人までです）   

・介護労働者設備等整備モデル奨励金  

従業員の作業負担軽減や腰痛対策のため、介護老人保健施設の事業主が介助補助韻具（移動リフ  

ト等）の導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けた場合、介助補助機器導入にかかる  

所要軽費の2分の1（上限250万円まで）が支払われます。   

3）介護福祉士国家試験の問い合わせ先  

・キャリア形成促進助成金一職業能力評価推進給付金  

職員に厚生労閲大臣が定める職業能力検定を受けさせる場合に、受検料の4分の3、受検時間に応   

じて支払った賃金の4分の3に相当する群が助成されます。  

連結先   

独立行政法人 定用・能力開発機牒   

〒231－8333   

神奈川県横浜市中区横木町1丁目1－8 日石横浜   

TEL：045－683－ユ111   

FAX：045－683－1271   

ホpムページ：http；／／www．ehd0．gO．jp／  

②財団法人 介護労働安定センター  

・介護置用管理助成金（平成21年藍より廃止）  

介護老人保健施設における従来のサービスに加え別の介護サービスを新規に実施したり、従来の  

サービスの質を改善したりする場合等において、雇用管理改善のための環境整理や教育訓練等を  

行った場合に、かかった経費の一部が助成されます。  

・介護荘用管理制虔等導入奨励金（平成21年度より）  

介護老人保健施設の事業主が、キャリアアップ、処遇改善等のための各種人事制度を導入し（既  

存の制度の見直しを含む）、かつ、雇用管理改善事業（採用・募集、健康管理、能力開発など）を  

実施した場合に、その費用の一部が支払われます。  

連接先   

財団法人 介護労働安定センター   

〒112－00ユ2   

東京都文京区大塚2丁目9番3号 住友不動産音羽ピル2階   

TEL：03－5940－8021（代表）   

FAX：03－5940－8022   

E－mail：info＠kaigo－Center・．Or．jP   

ホームページ：http：／／www．kaigo－Center．Or．jp／  

連絡先   

財団法人 社会福祉振興・試腋センター   

〒150－0002   

東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号SEMPOSビル   

TEL：03－3486－7521   

FAX：03－3486－7527   

ホームぺ－ジこhttp：／ルw．sssc．or．jp／  

⑨財画法人 21世紀輪業財団  

・両立支ばレベルアップ助成金  

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合、育児休業また   

は介護休業を取得した者がスムーズに職場復帰できるようなプログラムを実施した場合等に助成  

金が支払われます。  

連環先   

財団法人 21世紀職業財団   

〒112－0001   

東京都文京区白山5丁目ト3－101   

TEL：03－5844－1660   

FAX：03－5844－1670   

ホームページ：http二／／www．jiwe．orL．jp／  
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フr護職員キャリアアツフモデル例  

③経営層のサポート危機管理能力   

●年間教育計画のフオ  

・介護職貞基礎研修  



介護老人保健施設における介護職員キャリアアップシステム検討班一覧（敬称略）   

班長   

平川 博之  介護老人保健施設ハートランド・ぐらんばぐらんま 理事長  

班員   

荷稲 春雄   

谷野 浩太郎   

根本 伊左夫   

堀田 聡子   

吉田 重吉   

渡辺 淳子   

白井 充  

高橋人事労務管理事務所 所長  

株式会社社会保険研究所 社会保険旬報 編集部長  

介護老人保健施設ハートランド・ぐらんばぐらんま 事務長  

東京大学社会科学研究所 特任准教授  

介護老人保健施設あんず苑 事務長代理  

介護老人保健施設エンジェルコート 事務長  

社団法人全国老人保健施設協会 総務部長  

財団法人 介護労働安定センター  

〒112－0012  

東京都文京区大塚2丁目9番3号  

住友不動産音羽ビル2階  

TEL：03－5940，8021（代表）FAX：03－5940－8022  

悌芸人保健施設協会  
〒105－0014  

東京都港区芝2－1－28 成旺ビル7階  

TEL：03－3455r4165 FAX：03－3455－4172   




